
 

1.認定申込み 

赤十字サポーター実施要綱に同意のうえ、
同認定申込書に必要事項を記入して「送
付」する。 
 

2.赤十字県支部からの連絡 

ご送付頂いたご担当者様に、日本赤十字社の担
当者からご連絡いたします。 
 

3.赤十字県支部内で審査 

広島県内の各赤十字機関からの情報を基に審
査いたします。 

4.手続完了  

赤十字サポーター証を発行いたします 

5.広報  

広島県内赤十字施設の広報媒体を通じて、県
民へ周知する。 


